
 
 

 
 

 

交

通

対

策

等

に

つ

い

て 

 

一 

調

査

項

目 

㈠ 

区

内

交

通

体

系

に

関

す

る

事

項 

㈡ 

新

交

通

シ

ス

テ

ム

に

よ

る

南

北

交

通

の

整

備

に

関

す

る

事

項 

㈢ 

自

転

車

交

通

対

策

に

つ

い

て 

 二 

特

別

委

員

会

設

置 
 

 

本

調

査

の

た

め

地

方

自

治

法

第

百

十

条

及

び

江

戸

川

区

議

会

委

員

会

条

例

第

四

条

の

規

定

に

基

づ

き

、

本

議

会

に

十

二

人

を

も

っ

て

構

成

す

る

「

交

通

対

策

特

別

委

員

会

」

を

設

置

す

る

。 

 

三 

継

続

調

査 
 

 

本

調

査

は

議

会

閉

会

中

も

調

査

で

き

る

も

の

と

し

、

議

会

が

本

調

査

終

了

を

議

決

す

る

ま

で

継

続

し

て

調

査

を

行 

う

も

の

と

す

る

。 
 

（

説

明

） 
 

魅

力

あ

る

街

を

形

成

し

、

快

適

で

便

利

な

都

市

生

活

の

実

現

の

た

め

に

は

、

区

内

交

通

網

に

つ

い

て

の

調

査

研

究

、

さ

ら

に

は

、

鉄

道

な

ど

公

共

交

通

機

関

の

導

入

に

よ

る

南

北

交

通

の

整

備

が

重

要

な

課

題

で

あ

る

。 
 

ま

た

、

区

民

の

手

軽

な

交

通

手

段

と

し

て

の

自

転

車

に

つ

い

て

も

、

総

合

的

な

施

策

を

講

じ

て

い

く

必

要

が

あ

る

。 
 

よ

っ

て

、

こ

れ

ら

の

事

業

を

さ

ら

に

推

進

す

る

諸

方

策

を

調

査

研

究

す

る

た

め

、

地

方

自

治

法

第

百

十

二

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

本

案

を

提

出

す

る

。 


